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 みんなとともに笑顔いっぱい － 創立百周年 その先の未来へ みんなとともにスマイルミッション －

 

 

 

  
「学校だより 第37号 第38号 第39号」を「ＰＴＡ理事会」「新入生保護者説明会」での「校 
長あいさつ」の資料として使いました。これで、「校長のつぶやき」は“公式”の説明用資料となり 
ました。次年度までの動向はまだまだ“流動的”であり、これらの「変更点」が全て確定したわけで 
はありません。現時点では、このような「方向」で進んでいることをご理解いただきたいと思います。す。 
 

【「次年度へ向けた構想」説明用資料】 
 
◇２月６日（木）「PTA 理事会」  
   
   ３月４日（水）のPTA総会へ向けての協議、お世話になります。「保護者も笑顔」を実現する「より

よいPTA 活動」を目指して、積極的なアイディアを出し合うことができると、ありがたいです。 
 
◇２月７日（金）「新入生保護者説明会」 
  
   入学まで、あと２ヶ月となりました。準備は進んでいますか。今日は、各担当から入学へ向けての話があ

ります。本校の教育活動へのイメージを膨らませていただけると、ありがたいです。 
 
 
 
 

「主な変更点」 （新１年生保護者の方は分かりにくいところもありますが・・・） 
 

その１「教育目標を変える」      ［参照］学校だより第３７号 
 

その２「登校時刻を８時に変える」    ［参照］学校だより第３７号 
 

その３「学級編制のあり方を『少人数指導を基本』に変える」  ［参照］学校だより第３８号 
 

その４「『子どもたちへの指導』と『教職員の適正な勤務環境』が両立する計画に変える」 
 
       私は校長として「職員の在校等時間の超過を月４５時間以内に抑える」責任があります。このこ

とを実現するためには、「例年どおり」を改めて「新たな学校教育の在り方」を構築していく必要
があります。（また、近年の異常な気象状況もあります。運動会での高温、夏季休業のプール開放
不可はご存じのとおりです。） 

このようなことから、「子どもたちへの指導」と「教職員の適正な勤務環境」が両立する「最 
適化した計画」にしていきたいと考えています。 

  
【計画例】（現在、協議中です）  
 □「運動会」を「運動を楽しむ」面を強調した行事とする。なお、「５月の連休後すぐ」に実施する。 
 

□「水泳指導」を「１学期のみ」とする。なお、夏季休業中の「プール開放」は行わない。 
 
 □「対外的な活動（学校を出ての発表等）」は、主に「高学年」の参加とする。 

・「宿泊学習は５年」「修学旅行は６年」での実施とする。 
・「鼓笛パレード」への参加は「６年・５年」とする。（令和３年度から。次年度は４年児童も参加） 

 
 □「特設陸上部」の活動を、いわゆる「スポ少」的な活動にする。なお、指導者は「ボランティア」を募る。 
 
 □「通信票」を「２期制（９月、３月）」にする。なお、「教育相談の場」を効果的に位置付ける。 
 

※  このほか、「望ましい生活習慣」を子どもに身につけさせるため、保護者の方との「学びの場」を設けたい

と考えています。→ 授業参観時に講演会を設定する。（７月 教育研修課との共催、９月 教養委員会との共催）  

 
 


